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陳 情 の 要 旨 

陳情の趣旨 

 令和５年１０月に導入される消費税における適格請求書等保存方式（以下「イン

ボイス制度」という。）においては、免税事業者である会員との取引（配分金の支払

い）について、消費税に係る仕入控除が認められなくなります。 

このことは、シルバー人材センター事業に及ぼす影響が非常に大きいことから、

安定的かつ持続的な事業運営が可能となる措置を要望するものです。 

以下、別紙のとおり 



【別紙】



【別紙】



【別紙】


